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非営利法人の権利侵害行為と

ステイト･アクション法理

Infringement of Rights by Nonprofit Organization

and State Action Doctrine

藤井　樹也*

Tatsuya FUJII*

Abstract

The Supreme Court of the United States held in Brentwood Case that TSSAA, a nonprofit

statewide athletic association, was a state actor. The opinion of the court, written by Justice

Souter, determined the character of private actors by "entwinement" test. In Japan, we can

decide whether there are infringements of constitutional rights by private persons according to

the correlation between degree of nexus and seriousness of infringement.

キーワード:憲法､アメリカ憲法､ステイト･アクション､私人間効力､非営利法人

Keywords : constitutional law, American constitutional law, state action, effect between pri-

vate persons, nonprofit organization
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3　ステイト･アクション法理の現代的意義

3.1ステイト･アクション判断と実体判断との関係

3.2　私人間効力論への示唆

3.3　非営利法人の責任

おわりに

第7巻第2号

行政改革の柱のひとつである行政の減量化の一方策として､ ｢官から民へ｣という手法があ

る｡ ｢官から民へ｣とは､行政事務･事業の民営化･民間委譲､あるいは実施部門の法人化を

さす｡しかし､これまで政府がしてきた仕事を民間に委譲することにより､責任のあり方が

不明確になり､民間の非営利法人による個人の権利侵害が放置される可能性はないか｡

アメリカ連邦最高裁は､ 2001年のBrentwood判決1)で､非営利のスポーツ協会の行為をス

テイト･アクションだと認定した｡ ｢官｣の側面と｢民｣の側面の両方をあわせもつ両生類的

な中間主体の責任を､その役割に応じて明確にしようとするこの判例理論は､日本でも大い

に参考になるのではないか｡本稿では､ Brentwood判決を手がかりに､日本の私人間効力論

の再考を提案し､非営利法人の責任のあり方を考えたい｡

1) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 531 U.S. 288 (2001).簡潔な紹介と
して､藤井樹也｢ステイト･アクション法理:州規模の非営利スポーツ協会の行為はステイト･アクションとなる

か　Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 531 U.S. 288 (2001)｣ジュリ
1239号237貢(2003)を参照｡
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I.1背　　　景

2001年2月､アメリカ連邦最高裁は､ Brentwood判決を5対4の僅差で言い渡したoその

事実関係は以下のとおりである｡

本件原告のBrentwood Academy (以下Brentwood) 2)は､ Tennessee州Brentwood市の

キリスト教系私立高校である｡同校はTennessee州高校スポーツ界の有名校で､とくにその

フットボール部は数々の記録を樹立するとともに､すくなくとも7回の州大会優勝を誇る全国

的な強豪として知られ､ほかにもバスケットボール部が有名であった3)0

他方､本件被告のTennessee Secondary School Athletic Association (TSSAA)は､ 1925

年に設立された任意加入の非営利団体であり､ Tennessee州内の高校問スポーツを規律する

ことをその任務としていた｡任意加入であるが､競合する団体は存在していない　TSSAA

には､州内の公立学校290校(全体の84%)と私立学校55校が参加しており､原則として､こ

れら加盟校同士が試合をすることとされた4)0

TSSAAの運営組織は､規則制定をおこなう規則制定委貞会(legislative council)と､管理

運営をおこなう管理委員会(board of control)である　TSSAAの定款によると､両委員会の

委員は各9名で､高校校長･教頭､教育長(メンバーの学校により選出)､公立学校理事長か

ら構成され､会合はそれぞれの勤務時間内におこなわれていた　TSSAA職員の給与を支払

っていたのは州ではないが､職員は公務員の退職年金制度への加入資格をみとめられていた｡

加盟校は会費を支払っていたが､ TSSAAの収入の大半は加盟校のフットボールとバスケッ

トボールの試合で得られる入場料収入であった5)0

TSSAAの憲章･定款･規則によって､学校･生徒の加盟資格等が規定され､規則違反

の学校に対する処分は会長の責任でTSSAAがおこなう1925年以来､州教育委員会は

TSSAAが州内の公立学校間競技に関する基準と規則を作成する役割を承認してきた｡ 1972

年には､同委員会規則がTSSAAを｢Tennessee州内の公立中高等学校が参加する学校間の

スポーツ活動を監督･規律する組織｣として明示的に｢指定｣し6)､同委員会がTSSAA規

則･規律を承認したo同委員会は､本件で問題となったリクルート規則を20年以上にわたり

2) < http://www.brentwoodacademy.com >

3) 180 F.3d at 760, infra.

4) 531 U.S. at291.

5) Ibid.

6) Tennessee State Board of Education, Administrative Rules and Regulations, Rule 0520-1-2-26 (1972) (later

moved to Rule 0520-1-2-08).



18 国際公共政策研究 第7巻第2号

承認しつづけた｡その後1996年の同委員会規則の改正により､ TSSAAを明示的に指定する

条項が削除され､｢学校間スポーツへの参加の価値と学校間スポーツ競技を調整するTSSAA

の役割を承認し｣､ ｢州内の公立学校が自主的にTSSAAのメンバーになることを公認する｣

という規定7)が代わりにおかれたのである8)0

J.2　事実経過

本件は､ 1997年にTSSAAがBrentwoodに対しておこなった処分に端を発する　TSSAA

管理委員会の認定によると､ Brentwoodは運動選手のリクルートにおける｢不当な影響力行

使｣を禁止するTSSAA規則9)に違反した｡問題となったのは､ ①Brentwoodのフットボー

ル部コーチが､中学校コーチにBrentwoodフットボール部の試合チケットを贈与し中学校

コーチと中学生選手が観戦したこと､ ②Brentwoodのフットボール部コーチが､入学予定の

生徒に春期練習について知らせる手紙をおくり勧誘電話をしたこと､③Brentwoodのバスケ

ットボール部コーチが､認められていないオフシーズン練習をおこなったことである10) ①

②が上記リクルート規則に､ ③がオフシーズン練習規則に反するとされ､ ①②のみが本件で

問題となったoこの違反行為に対してTSSAAは､ ①フットボール部と男子バスケットボー

ル部に対する2年間のプレーオフ･トーナメント出場停止､ ②Brentwoodのスポーツ･プロ

グラムに対する4年間の監視､ ③制裁金3000ドルの処分を下した｡なお､この処分の際の管

理委員会･規則制定委貞会のメンバー全員が公立学校役員だった11)

上記処分を不服とするBrentwoodは､処分が連邦憲法修正1条および修正14条に違反す

ると主張し､ TSSAAとその理事を相手に§ 1983訴訟12)を提起して､処分執行の差止を請求

した｡連邦地裁は､正式事実審理なしの判決(summary judgment)により原告Brentwood

勝訴の判断をくだし､ TSSAAによる規約の実施を禁止した13)連邦地裁によると､ TSSAA

7) Tennessee State Board of Education, Administrative Rules and Re如Iations, Rule 0520-1-2-08 (1996).
Id.at29:卜293.

9)問題となったTSSAA規則(抜粋)は以下のとおり｡

Section 21. The use of undue influence on a student (with or without an athletic record), the parents or

guardians of a student by any person connected, or not connected, with the school to secure or to retain a

student for athletic purposes shall be a violation of the recruiting rule.

Q. How is undue influence interpreted in the recruiting rule?

A. A person or persons exceeding what is appropriate or normal and offering an incentive or inducement to a

student with or without an athletic record.

Q. Is it permissible for a coach to contact a student or his or her parents prior to his enrollment in血e school?

A. No, a coach may not contact a student or his or her parents prior to his enrollment in the school. This

shall apply to all students whether or not they have an athletic record.

10) 13 F.Supp.2d at 675-677, i.幼180 F. 3d at 760-761, infra
ll) 531 U.S. at 293.

12) &e42 U.S.C. 隻 1983. § 1983訴訟については､藤井樹也｢Civil Rights Actsの一断面(1)-(5　完)-隻 1983訴訟

を中心にIJ法経論帯15巻1号2ト40頁､ 16巻1号39-50貢､ 2号53-87貫､ 17巻1号93-122貫､ 18巻1号65-97貰
(1997-2000)を参照｡

13) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 13 F.Supp. 2d 670 (M.D.Tenn.
1998).
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はステイトアクターに該当する｡その理由は､ ①州がTSSAAに権限を授与し､ ②TSSAA

と公立学校とのあいだに共生関係があり､ ③TSSAAの構成･指導体制は多分に公的性格を

もち､ ④州規模の学校間スポーツ組織であればステイト･アクターだというTarkanian判決

の傍論14)が妥当するというものであった15)そして､ TSSAAのリクルート規則は表現の自

由に対する内容規制であり､文面上も適用上も修正1条に反し無効だという16)しかし､手

続的デュー･プロセス侵害の主張に関しては､プロセスの妥当性を事実審理なしに判断でき

ないとして､原告Brentwoodの主張をしりぞけた17)これに対して､連邦控訴裁は､原判一一

決を破棄L Brentwoodの主張をしりぞけた18)連邦控訴裁によれば､ TSSAAはステイト･

アクターにはあたらない.その理由は､ ①Blum判決19). Lugar判決20)・Rendell-Baker判

決21)が定式化した3基準によれば､ TSSAAは伝統的にもっぱら州が担った権限(公的機能)

をもたず､ ②州はTSSAAに強制･奨励をしておらず､ ③州とTSSAAとのあいだに共生関

係がない､そして､ ④Tarkanian判決の傍論は妥当しないというものであった22)その後､

再審理請求も棄却された23)これに対して､連邦最高裁は下級審判決の対立を解決すべく

certiorari請求を受理した24)

1.3　Souter法廷意見

連邦最高裁は､ 5対4でTSSAAをステイト･アクターだと認定し､原判決を破棄し事案

を原審に差戻した｡Souter裁判官の法廷意見に同調したのは､ Stevens､ O'Connor､Ginsburg､

Breyerの4裁判官である｡まず､本件の争点は､公立･私立高校間のスポーツ競技を規律す

るために設立された州規模の組織がその規則を構成員である学校に適用する行為を､ステイ

14) National Collegiate Athletic Association v. Tarkanian, 488 U.S. 179, 193 n.13 (1988). See infra text accompa-
nymgnote38.

15) 531 U.S. at 293-294, 13 F.Supp.2d at 679-685.

16) 13 F.Supp.2d at 686-694.

17) Id. at 694-695.

18) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 180 F.3d 758 (6th Cir. 1999). See

David W. Dulabon, First (Amendment) & Goal: High School Recruiting and the State Action Theory, 2 Vand. J.

Ent. L. & Prac. 219 (2000), Note, Absent Strong Connections to Sb ! Government, a鞄h School Athletic Asso-
ctatwn Cannot Be Construed as a State Actor - Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletか

Ass'n, 180 F.3d 758 (6th dr. 1999), cert, granted, 120 S. Ct. 1156 (2000), 10 Seton Hall J. Sports L. 457

(2000).

19) Blum v. Yaretsky, 457 U.S. 991 (1982).

20) Lugar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922 (1982).

21) RendelトBaker v. Kohn, 457 U.S. 830 (1982).
22) 531 U.S. at 294, 180 F.3d. at 761-766.

23) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 190 F.3d 705 (6th Cir. 1999).これ

に対し､ Merritt裁判官の反対意見は､ ①州と連邦の対立が生じる､ ② Tarkanian判決の傍論に反する､ ③ West

判決の機能的分析に反するとして多数意見を批判している　SeeWest v. Atkins, 487 U.S. 42 (1988).

24) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 528 U.S. 1153 (2000).後述のように､

州規模のスポーツ協会をステイト･アクターと認める下級審判決が多数であった　531 U.S. at 294 n.l.本論文2.1を
参照｡
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ト･アクションということができるかどうかだという｡本件で問題となっているTSSAAは､

①州内の大多数の公立学校を組織し､ ②構成員の代表者をつうじて行動し､ ③構成員から役

員を選任し､ ④財政基盤は主として会費と構成員をつうじてもたらされる収入であり､ ⑤州

教育委員会の代わりに規律していると観念されてきた｡このようなTSSAAの規律行為はス

テイト･アクションだという｡なぜなら､ ①州の学校職員がTSSAAの組織に広範に関わり

あっており(pervasive entwinement)､ ②これを否定すべき理由がないからだというのであ

る25)

まず､修正14条の規律に服するステイト･アクションと修正14条の規律に服さない私的行

為を区別する目的として､ ①連邦法の介入を排除して個人の自由を保全し､州がコントロー

ルできない行為には責任を課さないこと26)､ ②州に責任がある場合には憲法の規律を確実に

およぼすこと27)をあげる｡そして､州と私人の行為との間に緊密な結びつき(closenexus)

があり､私的行為を州自身の行為と扱っても正当である場合に(だけ)､ステイト･アクショ

ンを認定できるという28)しかし､責任をおわせても正当かどうかの規範的判断には形式的

基準がない｡判例上ステイト･アクションが認められた場合は以下のとおりである｡ ①州が

強制的権力(coercive power)を行使した場合29)､ ②州が明示的･黙示的に相当程度の奨励

(significant encouragement)をした場合30)､ ③私人が州との共同行為(joint activity)に

意図的に参加したか州の代理人(agents)になった場合31)､ ④私人が州の機関(agency)に

よってコントロールされた場合32)､ ⑤私人が州から公的機能(public function)を委任され

た場合33)､および､ ⑥私人が政府の政策と関わりあった(entwine)か､政府が私的団体の運

営･管理に関わりあった場合34)である｡制定法がある主体を私人だと規定したり､ある主体

と政府との結びつきを承認したりしても､それによってステイト･アクターかどうかが決ま

るわけではない｡たとえば､ Lebron判決は､連邦議会が私的だと位置づけたにもかかわらず

Amtrakを政府だと認定した35)また､ City Trust判決は､理事会が州の機関である私立大学

(GerardCollage)をステイト･アクターだと判断した36)｡さらに､ Evans判決は､市の公

園を譲り受けた私人である受託者をステイト･アクターだと認定している37)信託や法人の

25) 531 U.S. at 290-291.

26) Tarkanian, 488 U.S. at 191, L聯r, 457 U.S. at 936-937.
27) Blu,喝457 U.S. at 1004.

28)連邦最高裁は､問題となる行為が修正14条のステイト･アクション要件を充足すれば､同時に§ 1983の"under color

of state law"による行為になるとしている　Lugar, 457 U.S. at 935. Seealso 531 U.S. at 295 n.2.

29) Ibid.

30) Ibid.

31) Lugar, 457 U.S. at 941.

32) Pennsylvania v. Board of Directors of Gity Trusts of Philadelphia, 353 U.S. 230, 231 (1957).

33) West, 487 U.S. at 56, Edmonson v. Leesville Concrete Coリ500 U.S. 614, 627-628 (1991)

34) Evans v. Newton, 382 U.S. 296, 299 (1966).

35) Lebron v. National Railroad Passenger Corporation, 513 U.S. 374 (1995).本論文2.1を参照｡
36) City Trust, 353 U.S. 230.
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運営に政府が関わりあったこれらの事例をふまえ､ Tarkanian判決の傍論は､ NCAAはステ

イト･アクターでないが､構成員の大多数をしめる公立学校が全部同一州内にあれば別だと

のべており38)､これが本件の前提になるというのである39)

事実に即した判断40)の結果､本件ではステイト･アクションがあるという｡つまり､TSSAA

の構成と作用に公的組織･公務員が広範に関わりあって(entwinement)おり､憲法を適用し

ても不当ではない｡第-に､ボトム･アップの関わりあい(公立学校からの関わりあい)と

して､以下の点が指摘される｡つまり､ ①TSSAAの構成員の84%が公立学校であること､

②学校間スポーツが州の公教育にとって重要であること､ ③公立学校290校がTSSAAに仕

事を委譲してその責任を遂行していること､ ④TSSAAの会合を公立学校職員が勤務時間中

におこなっていること､ ⑤公立学校がTSSAAの財政を支えていることである｡第二に､ト

ップ･ダウンの関わりあい(州からの関わりあい)として､以下の点が指摘される｡つまり､

①州教育委員会メンバーがTSSAAの管理委員会･規則制定委員会のメンバーとなっている

こと｡ ② TSSAAの職員が退職年金制度上で州公務員とみなされること､ ③1996年の規則改

正による　TSSAAの明示的指定条項41)の削除後も州との密接な関係が暗黙裏に継続してい

ることである42)

そして､広範な関わりあいがあればステイト･アクションがあるので､ (》TSSAAが公的

機能をはたしていない､ ②州による強制･奨励がないというTSSAAの主張は無意味だとい

う43)

以上のことは､公務員が関与していればつねにステイト･アクションだという意味ではな

いというOたとえば､ PolkCounty判決は州と対立関係にある公選弁護人を私人だとした44)｡

しかし､本件にはそのような要因がない｡また､訴訟の洪水が発生するという主張には証拠

がない.実際､連邦地裁は以前のTSSAAをステイト･アクターだと認定したが45)､それに

より訴訟の波が押しよせた証拠はない｡また､ TSSAAの規則を適用する公立学校を訴える

ことができるからTSSAAをステイト･アクターとする必要がないという主張も本件を左右

しないというのである46)

37) Evans, 382 U.S. 296.

38) Tat勉nian, 488 U.S. at 193 n.13.

39) 531 U.S. at 295-298.

40) Lugar, 457 U.S. at 939.

41) Seesupranote6.連邦地裁は､州による強制･奨励があったとして､この時点でのTSSAAをステイト･アクター

だと認定している　Graham v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 1995 U.S.Dist. LEXIS 3211

(E.D,Tenn. 1995), appealゐmisse.4 107 F.3d 870 (6th Cir. 1997). See also 531 U.S. at 300 n.3.
42) 531 U.S. at 298-302.

43) Id. at 302-303.

44) Polk County v. Dodson, 454 U.S. 312, 322 (1981).

45) Graham, 1995 U.S. Dist. LEXIS 3211, Crocker v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 735

F.Supp 753 (M.D.Tenn. 1990), affirmance order, 908 F.2d 972, 973 (6th Cir. 1990).
46) 531 U.S. at 303-305.
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以上の理由から､法廷意見はTSSAAがステイト･アクターにあたらないとした連邦控訴

裁判決を破棄し､さらに本件の審理をさせるため事案を原審に差戻した47)

I.4　Thomas反対意見

Thomas裁判官の反対意見には､ Rehnquist長官､ Scalia､ Kennedy裁判官が同調した｡

それによると､法廷意見のように｢関わりあい(entwinement)｣だけでステイト･アクショ

ンを認定した先例はない｡むしろ､先例がステイト･アクションを認定したのは以下の場合

に限定される｡つまり､ ①私的団体が公的機能を果たしている場合､ ②政府による創設･強

制･奨励がなされた場合､ ③政府との共生関係(symbiotic relationship)がある場合である｡

そして､法廷意見はステイト･アクション理論を不当に拡張するだけでなく､個人の自由領

域を侵害しているという48)

まず､常識的にみて､ TSSAAの行為は州の行為といえないという｡なぜなら､ ①TSSAA

は私的組織として設立され､ ②加盟校は契約により加入し､ ③メンバーに占める公立学校の

割合は固定的でなく､ ④本件処分を下した役員が全員公立学校職員だったのは偶然であり､

⑤役員はあらゆるメンバーの代表者だからであるoまた､州がTSSAAを設立したのではな

いし､州の資金で運営されているわけでもない｡さらに､州は本件処分にも関与していな

い49)

つぎに､ステイト･アクションのどの判断基準を適用しても50)､ナSSAAはステイト･ア

クターではない｡つまり､ ①TSSAAは伝統的にもっぱら州が担った機能51)を果たしていな

い｡また､ ②TSSAAは政府が創設しコントロールしている52)わけではなく､州がTSSAA

に対して強制･奨励している53)わけでもない｡さらに､ ③州とTSSAAとのあいだに共生関

係54)もないというのである｡したがって､ TSSAAの行為の責任を州におわせることは正当

ではない55)

Thomasによれば､法廷意見にはつぎのような問題点がある｡まず､ ｢関わりあい｣の概念

を定義しておらず暖味である｡また､新しい｢関わりあい｣理論には先例の裏づけもない｡

法廷意見の依拠するLebron判決City Trust判決は｢関わりあい｣という用語を使用してい

47) Id.at305.

48) Ibid.

49) Id at 306-308.

50)その立証責任は原告側にある　See American Manufacturers Mutual Insurance Co. v. Sullivan, 526 U.S. 40, 49-

50 (1994), West, 487 U.S. at 48.

51) Jackson v. Metropolitan Edison Coリ419 U.S. 345, 352 (1974).

52) Lebron, 513 U.S. at 394.

53) Blum, 457 U.S. at 1004.

54) Moose Lodge No. 107 v. Irvis, 407 U.S. 163, 175 (1972), Burton v. Wilmington Parking Authority, 365 U.S. 715

1961).

55) 531 U.S. at 308-312.
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ないし､ Evans判決は｢関わりあう｣という言葉をつかっているものの公的機能の認定を決

め手にしている｡さらに､多くの団体に本判決の効果がおよぶおそれがあり､その点でも妥

当でないというのである56)

J.5　差戻審

連邦最高裁の破棄差戻判決をうけ､連邦控訴裁は､ TSSAAがステイト･アクターである

という前提で本件の実体判断をおこなった57)連邦控訴裁は､ ①TSSAAのリクルート規則

は内容中立規制であって中間審査に服する､したがって､これを内容規制とした地裁判決は

誤りである､ ②同規則は過度に広汎ゆえに文面上無効だとはいえない､ ③同規則が実質的な

政府利益を達成するためにせまく限定されている(narrowly tailored)かどうかの審理がさ

らに必要であると判断し､本件事実に即した具体的な審理をさせるため､原判決を破棄し事

案を連邦地裁に差戻した58)

2　Brentwood判決をめぐる議論

2.1判例理論の状況

Brentwood判決以前の連邦最高裁は､とくに人種差別事例でステイト･アクションをゆる

やかに認定した過去の立場を変更し､ステイト･アクションの成立範囲をせまく限定する立

場にたったといわれる59)たとえば､ 1982年のBlum判決Rendell-Baker判決は､以下のよ

うなルールを明示した60) ①公金の支出があるだけでは不十分であるo ②広汎な政府規制が

あるだけでは不十分で､政府と私人の緊密な結びつきが必要である｡ (診政府による承認･黙

認があるだけでは不十分で､政府による強制･奨励が必要である｡ ④私人が公的機能をはた

すだけでは不十分で､伝統的に州の排他的権限とされた機能の遂行が必要である0 6)共生関

係があるというには､政府が私人の行為から利益を得ることが必要である｡そして､ ⑥これ

ら各要素を個別に判断し､諸要素の総合的考慮をみとめない立場がとられた　Thomas反対

意見(および控訴裁判決)が依拠する3基準(①伝統的機能､ ②創設･奨励･強制､ ③共生

関係)は､このような限定的立場を背景にしている｡

56) Id at 312-315.

57) Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 262 F.3d 543 (6th Cir. 2001),

rehearing denied en bane, 2001 U.S.App. LEXIS 23759 (6th Cir. 2001), cert, denied, 535 U.S. 971 (2002).
58) Id. at 55ト559.

59) Megan M. Cooper, Casenote, Dusting off the Old Playback: How the Supreme Court Disi聯rded the Blum.

Trilogy, ReturnedわTheories of the Past, and Found State Action Through Entwinement in Brentwood Academy

v. Tennessee SecondaりSchool Athletic Ass'n, 35 Creighton L. Rev. 913, 936-951 (2002).

60) Blm狗457 U.S. at 1003-1005, Rendell-.戯魂・er, 457 U.S. at 839-843.
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しかし､ 1980年代以降の連邦最高裁が､ステイト･アクションをまったくみとめてこなか

ったわけではないo上記Blum判決　Rendell-Baker判決と同時に下されたLugar判決も､

州法にもとづく差押が政府との共同行為だとして､私人の行為をステイト･アクションだと

認定している61) (Thomas反対意見は､この共同行為が3類型のどれに含まれるのか明示し

ていない)｡また､ 1995年のLebron判決は､連邦法によって創設されたのち法人化され､役

員選任に政府が関与する鉄道会社Amtrakが政府の一部だと認定した62) (Thomas反対意見

は､これをうけて②に｢創設｣を追加している)｡このほかにも､パートタイム契約をむすび

刑務所で医療をおこなう医師63)､陪審員選任の専断的忌避をおこなう私人である訴訟当事

者64)､大陪審で専断的忌避をおこなう刑事被告人65)などがステイト･アクターだとみとめら

れている｡

これに対して､ Ta娩anian判決は､全国組織のスポーツ協会であるNCAAがステイト･ア

クターではないと判断した66)ここで問題となったNCAAは､全米のすべての大学が加盟

し､教育プログラムの一環としての大学間スポーツの継続等を目的とする組織であった67)

この事例は､ NCAAの加盟校である州立大学UNLVがNCAAの規則に従ってコーチに処

分を下したのに対して､ (加盟校でなく)コーチがNCAAを相手どって§1983訴訟を提起し

た事例であった点でもBrentwood事件と異なる.

一方､州規模のスポーツ協会については､連邦控訴裁の多数がこれをステイト･アクター

だとしていたo ① Bray判決は､公立学校610校が自主的に設立したOklahoma州の高校ス

ポーツ協会による出場停止処分が§1983の"under color of law"要件をみたすと認定し

た68)｡ ② St. Augustine判決は､加盟校の85%が公立学校からなるLouisiana州の高校ス

ポーツ協会が黒人校の加盟を拒否した行為をステイト･アクションだと認定した69) ③

MSHSAA判決は､加盟校の多数が公立学校からなるMissouri州の高校スポーツ協会による

転校生の1年間出場停止規則をステイト･アクションだと認定したが､平等保護条項･デュ

ー･プロセス条項違反の主張をしりぞけた70) ④Clark判決は､公立学校の影響力がつよい

Arizona州の学校スポーツ協会による女子チームへの男子の参加禁止をステイト･アクショ

61 L聯r, 457 U.S. at 939-942,
62) Lebron, 513 U.S. at 394-400.

63) West, 487 U.S. at 53-57.

64) Edmonson, 500 U.S. at 620-626.

65) Georgia v. McCollum, 505 U.S. 42, 50-55 (1992).
66) Tarkanian, 488 U.S. at 195-198.

67) Id. at 183-185.

68) Oklahoma High School Athletic Association v. Bray, 321 F.2d 269, 272-273 (10th Cir. 1963).

69) Louisiana High School Athletic Association v. St. Augustine High School, 396 F.2d 224, 227-228 (5th Cir.

1968). See Derek M. Mercadal, St. Augustine v. LHSAA: Discrimination, Desegregation, and the State Action
Doctrine, 6 Sports Law. J. 107 (1999).

70) In re United States ex rel Missouri State High School Activities Association, 682 F.2d 147, 151 (8th Cir.
1982).
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ンだと認定したが､平等保護条項違反の主張をしりぞけた71)｡⑤Gl聯n判決は､加盟校の85%

が公立学校からなるIllinois州の高校スポーツ協会による転校生の1年間出場停止規則をス

テイト･アクションだと認定したが､平等保護条項･デュー･プロセス条項違反の主張をし

りぞけた72) ⑥・Moreland判決では､州内のすべての高校が参加資格をもつ組織の下部組織で

あるPennsylvania州西部の学校スポーツ協会による出場停止処分を､当事者がステイトア

クションだとみとめている73)｡このほか､州規模の学校スポーツ協会の行為がステイト･ア

クションであることをみとめた州最高裁判決がいくつかある74)さらに､ 1996年の規則改

正前の　TSSAA　をステイト･アクターだとみとめた連邦地裁判決も複数存在していた75)

TSSAAがステイト･アクターにあたらないとしたBrentwood控訴裁判決は､これらの下級

審判決と真っ向から対立するものだったのである｡

2.2　ステイト･アクションの判断基準

Brentwood判決は､ステイト･アクションの有無を｢関わりあい(entwinement)｣基準に

よって判断し､州規模のスポーツ協会をステイト･アクターだと認定した　Souter法廷意見

は､政府と私人との間に｢緊密な結びつき(closenexus)｣があり､ステイト･アクションを

肯定できる場合として､ (彰政府による強制､ ②政府による奨励､ ③政府と私人の共同行為､

④政府によるコントロール､ ⑤公的機能の遂行､ ⑥政府と私人との｢関わりあい｣の6類型

をあげる｡これに対して　Thomas-反対意見は､ステイト･アクションが存在する場合を､

④公的機能の遂行(-⑤)､ ⑥政府による創設･強制･奨励(-①②③④)､ ㊤政府との共生

関係の3類型に限定し､ ｢関わりあい｣の類型(-⑥)を否定している｡

これら､ ｢緊密な結びつき｣､ ｢強制｣､ ｢奨励｣､ ｢コントロール｣､ ｢共同行為｣､ ｢共生関係｣､

｢公的機能｣､ ｢関わりあい｣等の諸概念の相互関係はきわめて錯綜している｡これらの類型

は独立なのか､それとも同時に2つ以上をみたすことがあるのか｡ ｢緊密な結びつき｣､ ｢共同

行為｣､ ｢共生関係｣､ ｢関わりあい｣は異なる概念なのか76)｡これらは客観的な基準といえる

か｡総合考慮または直感によりステイト･アクションがみとめられる場合に､それを説明す

る説明概念にすぎないのか　Souter法廷意見は､ ｢緊密な結びつき｣を包括的な上位概念だと

71) Clark v. Arizona lnterscholastic Association, 695 F.2d 1126, 1128 (9th Cir. 1982), cert, denie,成　464 U.S. 818

(1983).

72) Griffin High School v. Illinois High School Association, 822 F.2d 671, 674 (7th Cir. 1987).

73) Moreland v. Western Pennsylvania Interscholastic Athletic League, 572 F.2d 121, 125 (3d Cir. 1978).

74) Kleczek v. Rhode Island Interscholastic League, Inc., 612 A.2d 734, 736 (R. I. 1992), Mississippi High School

Activities Association v. Coleman, 631 So.2d 768, 774 (Miss. 1994), Indiana High School Athletic Association

v. Carlberg, 694 N.E.2d 222, 229 (Ind. 1997).

75) Kelley v. Metropolitan County Board of Education of Nashville and Davidson County, 293 F.Supp. 485, 491

(MD.Tenn. 1968), Crocker, 735 F.Supp. 753, Graham, 1995 U.S.Dist. LEXIS 3211.

76) See Michael A. Culpepper, Casenote, A Matter of Normative Ju亡をment: Brentwood and the Emergence of the

"Pervasive En加inement" Test 35 U. Rich. L. Rev. 1163, 1172-1174 (2002).
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とらえ､ ｢共生関係｣に言及しない｡これに対して､ Thomas反対意見は､ ｢関わりあい｣の

類型を否定する一方で､ ｢共生関係｣の類型を認めるのである｡ Souter法廷意見がつねに

Thomas反対意見よりもステイト･アクションを拡張的にみとめるのだとすれば､ Thomas

反対意見の｢共生関係｣に含まれるケース77)は､ Souter法廷意見の｢共同行為｣か｢関わり

あい｣に組みこまれると理解するのが自然であろう｡

2.3 ｢関わりあい(entwinement)｣の基準

Brentwood判決の｢関わりあい｣基準は､ Souter法廷意見のいうように先例によってすで

に承認されているのか､それともThomas反対意見のいうように先例にない新基準なのか｡

同判決は､ステイト･アクション判断の厳格度を緩和したのか､それとも変更していないの

か｡あるいは､先例を再整理して新類型をもうけたのか､すでにみとめられている基準を新

表現で呼んだだけなのか　Thomas反対意見は､新基準がステイト･アクション判断の厳格

度を緩和したとして､今後多くの団体がステイト･アクターとされ大きな影響が生じること

を危供する　Souter法廷意見が依拠する先例のうち､ ｢関わりあう｣という言葉を使用した唯

一の例であるEvans判決78)は､ ｢関わりあい｣基準をみたすからステイトアクションがある

としたのではなく､公的機能などを根拠にステイト･アクションがみとめられる場合を｢関

わりあい｣があると形容しているにすぎないようにみえる79)そうだとすると､Souter法廷

意見は実質的に新基準を創造してステイト･アクションの成立範囲を拡大し80)､補強証拠と

して先例を引証したとみることもできよう　Souter法廷意見が事実に即した判断を重視して

いることから､強制･奨励､公的機能などの各要素を個別に判断する先例を修正し､諸要素

の総合的考慮を実質的に承認したとみることもできよう｡だとすると､強制･奨励､公的機

能などの各要素がそれぞれ不十分でも､それらの｢合わせ技｣でステイト･アクションが承

認されることになるのだろうか｡なお､この｢関わりあい(entwinement)｣と､政教分離の

判断基準であるレモン･テストの｢過度の関わりあい(entanglement)｣の概念との類似性を

指摘する見解もある81)両者の混同をさけるためあえて異なる用語をもちだしたのかもしれ

an

｢関わりあい｣の基準は､その適切な活用により｢個々の状況に応じた肌理細かな判断｣82)を

可能にする柔軟性をもつ｡その反面､その内容が不明確にすぎるという批判がある83)ステ

77) Bur,わn, 365 U.S. 715 (法廷意見はこの事例にまったく言及していない).

78) Evans, 382 U.S. 296.

79) Culpepper, supra note 76, at 1174.

80) Robin Petronella, Comment, A Comment on the Supreme CouがMachiavellian Approach to Government Action

and the Implications of lts Recent Decision in Brentwood Academy v. Tennessee Seconda秒School Athletic Associ-

ation, 31 Stetson L. Rev. 1057, 1081-1089 (2002).

81) Cooper, supra note 59, at 930-936.

82)安部圭介｢ステイト･アクションの法理の現在一高校体育連盟の法的位置づけ｣ジュリ1207号156貢､ 158頁(2001)c












